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下水道
河川局

市民の安全安心な暮らしを支え、良好な水環境を創出する
強靭で持続可能な横浜の下水道・河川

～「住みたい、住み続けたいまち横浜」～

強靭なまちづくり
■下水道による浸水対策（マネジメント推進
課）　
　

安全な市民生活と都市機能を確保するために、都心
部や過去に浸水被害が発生している地域を重点的に、下
水道管や雨水貯留施設を整備するなどの浸水対策を進め
ています。
　市域全体を対象に１時間あたり 50 ㎜の降雨に対応す
る雨水排水施設の整備を進め、令和 6 年度末の整備率は
67.0％となりました。また、人口が集中し、かつ地盤の
低い地域では、１時間あたり 60 ㎜の降雨に対応する整
備を進め、令和 6 年度末の整備率は 66.0％となりました。
　また、横浜駅周辺地区を全国初となる浸水被害対策区
域に指定し、官民連携して浸水対策を推進しています。
　雨水排水施設の整備にあたっては、公園を活用した雨
水貯留・浸透施設の設置や既存施設の活用を図るなど、
効率的な浸水対策を進めています。
　特定都市河川に指定された河川の流域では、河川管理
者と下水道管理者が共同で作成する流域水害対策計画に
沿って、一体となって浸水被害の防止に取り組みます。

■雨水幹線の整備
　（管路整備課、下水道事務所）

　浸水被害箇所に対する安全度を高めるため雨水幹線の
整備を重点的に進めています。
エキサイトよこはま龍宮橋雨水幹線、中和田雨水幹線等
の整備

■雨水浸透の促進 (マネジメント推進課、管
路保全課 )

　雨水浸透ますは、屋根や道路に降った雨を集めて、地
面にしみ込ませる施設で、地盤に透水性があり、地下水
位が低いなどの条件が整った地域において、個人の住宅
等への設置を促進しています。
　雨水浸透ますの設置を促進することにより、計画降雨
量を超えたゲリラ豪雨などによる都市型水害の抑制や、
地下水のかん養、河川水量の回復などへの効果が期待さ
れています。
　雨水浸透ますを設置する住宅等に対して助成金を交付
しています。
　また、水循環の再生を目的に、雨水をゆっくり流す流
出抑制対策、雨水の有効利用推進として雨水貯留タンク
の設置を促進しており、雨水貯留タンクの購入費に対し
て助成を行っています。

■河川の改修（河川流域整備課）

　市内には国、県、市がそれぞれ管理する一・二級河川
と市が管理する準用河川が合わせて 56 河川（総延長約
215 キロメートル）あります。
　そのうち本市では、市管理もしくは県市協議に基づき
市が河川改修を実施する一・二級河川及び治水上重要な
準用河川（計 28 河川（総延長約 86 キロメートル））に
おいて、当面の目標として時間降雨量約 50mm に対応
する河川改修を進めるとともに、下流区間の河川管理者
である国や県との協議が整った河川から、河川整備計画
に基づく時間降雨量約 60mm の降雨に対応できる整備

1.	目標達成に向けた施策
施策１　強靭なまちづくり
　頻発化・激甚化する豪雨災害に備え、新たにデータを活用した事前防災の観点を取り入れた下水道と河川が一体となった「流域治水」
に取り組みます。また、下水道河川の持つストックを最大限に活用するなど相乗効果を発揮し、効率的・効果的な浸水対策に取り組
みます。
　令和６年能登半島地震の⽀援経験を活かし、震災時における地域防災拠点等の重要施設の排水機能や緊急輸送路等の交通機能の確
保に向け、上下⽔道連携した施設の耐震化や河川護岸の耐震化を推進するとともに、職員対応⼒の向上を図ります。

施策２　持続的なサービスの提供
　下水道や河川の機能を確保し、将来にわたり安定したサービスを提供するため、民間事業者や国・県等の多様な主体との連携をよ
り一層推進するなど、効率的かつ計画的に予防保全を中心とした適切な維持管理や施設の再整備・再構築を進めます。

施策３　良好な水環境の創出・循環型社会への貢献
　下水道と河川が連携して良好な水環境を創出するため、下水処理機能の向上による更なる水質改善を図るとともに水辺愛護会の活
動支援を通じて良好な水辺空間の保全・創出を進めます。また、下水道が持つポテンシャルを有効に活用し、循環型社会の形成に貢
献します。

施策４　カーボンニュートラルの推進
2030年度の温室効果ガス排出量50％削減、更には2050年度の温室効果ガス排出量実質ゼロを目指します。

2.	組織運営のための視点
・アセットマネジメント　・プロモーション活動　・DX、技術開発　・国際技術協力　・市内経済の活性化
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を行っています。
　計画 28 河川のうち、都市基盤河川改修事業は 18 河川
ありますが、このうち 12 河川は令和 5 年度末までに時
間降雨量約 50 ㎜対応の改修が完了し、残る 6 河川につ
いて順次改修を進めています。さらに、令和 5 年度より
時間降雨量約 60 ㎜対応の整備に着手しました。
　また、準用河川改修事業は 10 河川あり、このうち 6
河川は平成 25 年度までに改修が完了し、残る 4 河川に
ついて順次改修を進めています。

　

■河川遊水地、地下調節池の整備
　（河川流域整備課）

　河道拡幅が困難な河川において、洪水流量の低減を図
るため、河川遊水地等の整備を進めており、平成 26 年
までに、宇田川遊水地、舞岡川遊水地など 10 箇所が完
成（一部仮供用）しています。
 
■流域貯留浸透施設の整備
　（河川流域管理課）

　流域の保水・遊水機能を確保し、河川への流出を抑制
するため、学校や公園の敷地を利用して雨水貯留施設等
を設置するとともに、既設雨水調整池の容量拡大や環境
整備を行っています。

横浜市河川図

準用河川改修事業（日野川）

都市基盤河川改修事業（今井川）

　　流域貯留浸透事業（青葉区泉田向雨水調整池）
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　令和 6 年度末までに 110 箇所の貯留施設の設置と、50
箇所の容量拡大、及び 3,546 個の雨水浸透ますを設置し
ました。

■開発雨水調整池等の設置・指導
　（河川流域管理課）

　河川流域の宅地開発等に当たっては、開発区域内に雨
水調整池等を設置して、雨水を一時貯留するよう指導し、
河川への流出を抑制しています。なお、令和 6 年度末ま
でに宅地開発等で設置された雨水調整池等は約 6,200 箇
所となっています。

■「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく
浸水被害対策の推進（河川流域調整課）

　一級河川鶴見川水系は特定都市河川及び特定都市河川
流域として、平成 17 年 4 月に指定され、平成 19 年 3 月
14 日に流域内の河川管理者、下水道管理者及び地方公共
団体が共同で「鶴見川流域水害対策計画」を策定しました。
　これにより、河川管理者、下水道管理者及び地方公共
団体等の関係所管、地域住民等が連携して、浸水被害対
策を推進しています。
　二級河川境川水系についても、神奈川県知事及び東京
都知事が、平成 26 年 2 月 14 日に特定都市河川及び特定
都市河川流域として指定（告示）し、平成 26 年 6 月 1 日
から施行しています。
　また、関係機関と流域水害対策計画策定及び変更の協
議を進めています。

■「横浜市水防災情報」のページによる河川
　水位情報の提供（河川流域管理課）

　河川状況等をリアルタイムかつ視覚的に把握していた
だくため、36 河川 86 箇所の水位情報及び 76 箇所の河
川監視カメラ画像をホームページにて提供しています。

（https://mizubousai.city.yokohama.lg.jp/）
　また、令和３年度から閲覧性や操作性の向上のため、
スマートフォン版サイトを公開しています。スマートフ
ォンの位置情報機能を活用し、現在地付近の河川情報に
もアクセスしやすくなっています。
　なお、親水拠点において安全に水辺に親しんでいただ
くために、「親水拠点警報装置」を、現在、市内に 20 
箇所合計 23 基設置しています。拠点内で遊んでいる子
どもたちに対して、大雨注意報や大雨・洪水警報の際な
どには回転灯と音声で、避難を呼びかけています。

■下水道システムの耐震強化（マネジメント
　推進課、施設整備課、管路整備課、管路保
　全課）

　震災時においても下水道の使用を可能にし、都市の衛
生環境を維持するために、水再生センター等の下水道施
設の耐震化を図ります。震災時のトイレ機能確保のため、
地域防災拠点等から水再生センターまでの下水道管の耐

震化を進めるとともに、緊急輸送路等の下水道管につい
ても耐震化を進めます。
　そのほか、災害時に多くの市民の皆さんが集まる地域
防災拠点等へのハマッコトイレ整備は令和 5 年度末で概
ね完成しました。

■マンホールトイレ設置助成制度（管路保全課）

　横浜市では、地域防災拠点等にハマッコトイレを順次
整備していますが、同時に市民の皆さんの自助・共助の
促進を図る目的で、自主的な防災活動を積極的に行って
いる組織を対象に、マンホールトイレ設置に対する助成
を令和 2 年度から本格的に実施しています。
　令和 6 年能登半島地震を受けて、令和 6 年度から制度
の拡充（助成対象基数の増）を行いました。

■危機管理体制の強化（マネジメント推進課）

　震災時において下水道機能を継続するために、被災し
た機能を早期に復旧することを目的として「下水道ＢＣ
Ｐ【地震・津波編】」を平成 25 年 3 月に策定しました。
　また、近年の全国での豪雨による下水道施設の被害等
を鑑み、令和 3 年 3 月に「下水道 BCP【水害編】」を策定
しています。
　さらに、令和３年３月に第３版として【地震・津波編】、
令和４年３月に第２版として【水害編】を改定し、より実効
性の高い計画へと見直しを行うとともに、図上訓練を行うな
ど、被災時の対応力向上のための取組を実施しています。

■水再生センター等のリスク管理手法の構築
　（施設管理課）

　大雨時の災害対応と地震対応の訓練を水再生センター
等で実施しています。

・	 一斉点検（雨季に備え、緊急時における出動体制の
確認のほか、情報収集伝達訓練、排水設備の整備、
運転訓練、下水道ＢＣＰに関連したセンターの独自
点検、災害協定協力会社との災害時応急措置合同訓
練等を実施）

・	 地震訓練（地震発生後を想定した施設設備点検や応
急復旧訓練のほか、津波等を想定した避難訓練等の
危機対応能力向上訓練を実施）

・	 主要設備点検（台風に備え、情報の収集伝達、排水
設備の整備、運転訓練等を実施）

持続的なサービスの提供
■下水道管きょの維持管理（管路保全課、
	 区土木事務所）

　下水道管きょは、各家庭や事業所から排出される汚水
や雨水をポンプ場や水再生センターなどへ導く役割をし
ています。市内の管きょの総延長は、約 12,000 キロメ
ートルにも達しています。これらの膨大な施設を良好な
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状態に保つため、平成 30 年度から清掃と併せたノズル
カメラによる点検を年間約 1,200 キロメートル実施する
など状態を監視する管きょの維持管理を行っています。
　令和３年度から中大口径管の維持管理に包括的民間委
託を導入しました。
　また、管きょの埋設状況（位置・太さ・深さ等）を記
載した下水道台帳を作成し、維持管理や市民の皆さんへ
の閲覧に利用しています。なお、インターネットでも閲
覧できるように情報を提供しています。

■下水道管きょの更新（管路整備課）

　下水道本管約 12,000km、マンホール約 54 万個、取付
管約 140 万個の膨大なストックを保有しており、これら
の下水道管路施設は、1960 年代（昭和 35 年～ 44 年）
以降から短期間に整備されたものが大部分を占めていま
す。約 20 年後には標準耐用年数 50 年を超過する下水道
管路施設が全体の 84％に達するなど、老朽化の進行が
全市域に広がり、老朽化した下水道管路施設を起因とし
た道路陥没等の事故が増加傾向にあります。
　これまでは、臨海部を中心とした「再整備区域」を対
象に再整備を実施してきましたが、今後、老朽化する下
水道管路施設が全市域に広がることを踏まえ、令和４年
度から再整備の対象を全市域に拡大しています。

■下水道施設の更新（施設整備課、設備課、
下水道事務所）

　水再生センター・ポンプ場の老朽化等による機能停止
を未然に防止するため、横浜市下水道ストックマネジメ
ント計画に基づき施設・設備の更新を計画的に進めてい
ます。水再生センターやポンプ場等では、防食・覆蓋・
外装等の施設の更新を進めるとともに、水処理設備や発
電・沈砂池等の設備の更新を進めます。

■河川・水路等の管理
　（区土木事務所、河川流域管理課）

1　補修、土砂掘削、除草
　水辺環境の保全と親水性の維持、洪水やはんらん等に
よる被害軽減のため、河川・水路等の堆積土砂の掘削や
除草などの維持管理業務を実施しています。
2　維持管理計画
　　社会の動向やデジタル技術の進展状況を踏まえたう
えで、市民の意見を反映した計画を策定していく予定で
す。
3　河川点検
　毎年出水期前に目視による河川点検を行っています。
　令和 6 年度からは、効率的な点検を行うため河川点検
システムを導入しました。また、保全計画に基づき、優
先度の高いものから計画的に補修を行っています。
4　占用許可
　横浜市が管理する河川・水路等について、管理上支障
とならない範囲で通路や橋梁、水道管などの占用を許可
しています。

良好な水環境の創出・循環型
社会への貢献
■高度処理の推進（設備課）

　下水処理水放流先の水質環境基準の達成や、海域での
赤潮の一因となる富栄養化を防止するため、通常の標準
活性汚泥法では十分除去できない窒素、りんの除去率の
高い高度処理を推進しています。

■ 事業場排水対策（水質課（工場排水担当））

　下水道施設の保護と水再生センターの放流先の公共用
水域の水質保全のため、公共下水道に接続する工場・事業
場に対して、「下水道法」「横浜市下水道条例」に基づき、
施設設置等に関わる届出等を受けるとともに、定期的に立
入調査を行い、排水の監視、指導を行っています。

■水洗化未整備地域の解消（管路整備課）

　令和 6 年度末の下水道普及率は、概成 100 パーセント
ですが、まだ、約 620 世帯の方々が公共下水道を利用で
きない状況にあります。このため、引き続き、関連局等
と積極的に調整を図りながら、公図混乱地区や他事業関
連地域等において、地元の市民の皆さんと協力して整備
を進めます。

■水洗化普及促進事業（管路保全課）

　横浜市では、次のような制度や施策を設け、未接続世
帯の解消を図っています。
１　経済的な負担軽減や私道に公共下水道等を敷設す
るための助成

（1）「水洗便所設備資金助成・貸付金制度」と、併
用する「宅地内排水ポンプ施設設置工事貸付
制度」

（2）私道対策受託下水道工事制度
（3）共同排水設備工事の助成制度
（4）取付管接続受託下水道工事制度
2　水洗化普及促進の相談や指導のための対策
（1）「水洗化普及相談員」の配置
（2）「水洗化紛争仲介委員会」の設置

■排水設備指定工事店制度（管路保全課）

　排水設備は、宅地の下水を公共下水道に流入させるた
めの大切な設備です。この設備が法令などの基準に基づ
き正しく設置されなければ、公共下水道の維持管理に支
障をきたすばかりでなく、設備の使用者にも不都合が生
じるおそれがあります。
　この制度は、排水設備の設計・施工に関する十分な知
識と能力をもった工事店を市長が指定し、この指定を受
けた工事店でなければ市内の排水設備工事を行うことが
できないとしている制度です。
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■下水道資源の活用（施設管理課、設備課）

　下水汚泥を処理する過程で発生する消化ガスを、汚泥
焼却炉等の補助燃料や、消化ガス発電の燃料に使用し、
一部の発電電力を売却しています。また、汚泥を原料に
燃料化物を製造している他、下水道工事等で掘削された
土に汚泥焼却灰を混合して良質な埋め戻し材（改良土）
として利用しています。
　下水汚泥燃料化事業においては、南部汚泥資源化セン
ター下水汚泥燃料化事業、および北部汚泥資源化センター
汚泥処理・有効利用事業をPFI事業として実施しています。
　事業期間を通じて市の財政負担の縮減や、事業の効率的
な実施と長期安定的な有効利用先の確保、循環型社会の構
築等への貢献、リスク分担の明確化による安定した事業運
営ができます。

■河川の環境整備（河川流域調整課、河川流
域整備課）

1　市民協働による川づくり
　市民協働による川づくりを全市的に展開するため、令
和２年度より、川づくりに興味をお持ちの市民の皆さん
を支援する「川づくりコーディネーター制度」を開始し
ました。支援内容は、「川づくりの専門家（川づくりコ
ーディネーター）の派遣」、「川づくりに関する資材の支
給」、「川づくりに関する情報の提供」です。現在は、旭
区の中堀川、金沢区の宮川及び保土ケ谷区の今井川で、
制度を活用した川づくりが行われています。石を組んで
生き物の棲みかを作ったり、地域の皆さんを対象とした
生き物調査を実施したりする等、河川環境の改善・保全
を目指して活動しています。
2　多自然川づくり
　周辺の公園、樹林と一体となり、河床に低水路、瀬や
淵を設けるなど生態系に配慮し水辺に親しめるよう、水
辺空間の創造を工夫するほか、河川沿いの一定の空き地
や旧川敷、遊水地を利用した水辺空間を整備しています。
　これまで、ふるさとの川整備事業やまほろばの川づく
りモデル事業により、いたち川、和泉川や阿久和川にお
いて緩傾斜護岸や親水拠点の整備を実施しています。

3　川辺の散歩道［河川管理用通路の植栽、散策路の整備］
　河川管理用通路を緑化し、多くの市民の皆さんが散策
できる川辺の散歩道を整備しています。

■水辺愛護会活動等の推進（河川流域調整課）

1　水辺愛護会への支援
　河川や水路等の水辺施設の環境を良好に保ち、市民の
皆さんが快適にふれあい、親しめるよう、日常的に清掃
活動等を行う水辺愛護会に対して、活動経費の一部を助
成し、その取組みを支援しています。
　また、長年にわたる活動への感謝の意を表すため、表
彰式を開催しています。
　　水辺愛護会数：99団体（令和 7年４月１日現在）

2　梅田川水辺の楽校協議会
　梅田川水辺の楽校協議会は、地域ボランティア団体の
方々と協働し、自然を大切にしながら、人々が憩える場、
体験・学習の場として活用していくことを通じて、子ど
もたちの健やかな成長を支え育むことを目的として活動
しています。
　令和３年度より、梅田川遊水地で、生き物調査と外来
種の駆除を目的とした「梅田川遊水地生き物観察会」を
実施しています。

いたち川尾月橋下流完成

河川改修事業の状況

事業名
都市基盤河川改修事業
準用河川改修事業

計

令和7年度予定
93.7％
78.6％
90.7％

令和5年度実績
93.2％
78.4％
90.3％

令和6年度実績
93.6％
78.4％
90.5％

延長計画
　68.4 ㎞

17.1 ㎞
85.5 ㎞

河川数
18
10
28

令和7年４月１日現在

（小数点第二位以下四捨五入）

水辺愛護会の活動
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カーボンニュートラルの推進

■下水道事業の温暖化対策
　（マネジメント推進課）

　令和 6 年度は、「横浜市下水道脱炭素プラン」に基づき、
下水道事業からの温室効果ガス排出量を 2030 年度までに
50％削減する取組を推進しました。
　今後も、それらの取組を着実に推進するとともに、多
様な主体との連携や、新技術の導入等カーボンニュート
ラルを見据えた取組を検討し、目標達成を目指します。

施策推進のための取組
■下水道事業中期経営計画の推進
　（マネジメント推進課）

　「横浜市下水道事業中期経営計画 2022」は、令和４年
度から令和７年度を計画期間として、経営理念及び経営
方針をはじめ、施策、事業運営、財政運営の方向性と取
組を掲げた計画です。本計画に基づき、災害に強いまち
づくりや良好な環境の実現、市民生活を支える下水道の
管理などの取組を進めています。
　計画最終年度となる令和７年度は、これまでの進捗を
ふまえ、目標達成に向けて事業を推進していきます。

■横浜市下水道事業経営研究会
　（マネジメント推進課）

　下水道事業の経営に関し必要な事項についての調査研究
及び審議を行うため、横浜市附属機関設置条例に基づく「横
浜市下水道事業経営研究会」を設置しています。
　令和７年３月に設置した横浜市下水道事業経営研究会

（第 10 期）では、中期経営計画 2022 の最終振り返り、次
期の計画策定に向けた審議及び本市の下水道システムの今
後の方向性等について審議を行う予定です。

■下水道事業・河川事業の課題解決に資する
技術開発（マネジメント推進課）

　脱炭素・循環型社会の構築に向け、更なる温室効果ガス
の削減や下水道資源の新たな価値の創出を目的とし、本市
下水道システムへの適合性を踏まえ、最先端技術の調査・
研究を実施しています。
　主に新たな水処理技術、DX を活用した維持管理性向上
に資する技術開発、新たな下水道資源の有効活用に資する
研究として再生リン事業に取り組み、循環型社会の構築に
貢献します。

■資源・資産の有効活用による収入の確保
	（マネジメント推進課）

　局の所有する雨水調整池の上部空間や下水道用地を有
効に活用し、土地活用等の推進による収入の確保に努め
ています。
　また、下水道では処理の過程で、様々な資源が生まれ
ており、消化ガスを使って発電した電力や再生水を販売
しています。
　これらの資源・資産の有効活用から得られる収入は貴
重な財源であり、費用対効果や地域の課題解決への貢献
といった視点も踏まえながら、収入確保に向け一層努力
していきます。

■下水道使用料収入の確保（経理課）

　下水道事業においては、雨水処理に要する経費は市税
（公費）で、汚水処理に要する経費は下水道使用料等（私
費）で負担することを基本としています。
　下水道使用料収入は、水道使用水量の動向に大きく影響
を受けます。市内の世帯数の増加により、水道使用者数は
増加していますが、一世帯あたりの人員と使用水量は減少
傾向にあります。また、景気動向も事業活動を左右するた
め、使用料収入変動の要因の一つと考えられます。
　このような状況の下、下水道河川局では、井戸水や雨
水使用者等、水道水以外の水使用者について調査を行う
など、使用料の適正徴収に努め、使用料収入の確保に取
り組んでいます。

水辺の楽校協議会の活動

排出量（千m3）

使用料収入（千円）

R4

3,292

1,411,597

R5

3,288

1,407,067

R6

3,365

1,447,490

R2

3,229

1,374,865

排出量（千m3）

平均排出量（m3/ 月）

使用料収入（千円）

R4

375,722

16.27

58,721,227

R5

373,841

16.07

59,023,071

R6

373,828

15.93

59,419,655

R2

384,990

16.94

59,034,712

R3

3,319

1,423,471

R3

382,401

16.68

59,181,482

下水道使用料収入の確保
排出量、平均排出量、使用料収入の推移

（排出量及び平均排出量は一般汚水、使用料収入は税込で総額）

井戸水使用実績（上記数値の内数）の推移
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■下水道施設の維持管理費用削減の取組
　（施設管理課）

　水再生センター場内清掃業務等の委託管理や設備の長
寿命化対策、省エネルギーの推進などにより維持管理費
の削減に取り組みました。
　水再生センター等の委託管理では、市内 10 か所の施
設の点検や清掃を委託業務により実施しています。また、
市内２か所の汚泥資源化センター及び金沢水再生センタ
ー前処理施設では、従来の委託業務よりもさらに民間の
ノウハウを活用した包括的管理委託を採用し、維持管理
費の削減に努めるとともに安全・安心かつ効率的な運営
管理を図っています。
　設備の長寿命化対策では、老朽化した設備について、
設置から維持管理、更新に係る費用を含めたライフサイ
クルコストを低減するため、設備の長寿命化対策に取り
組んでいます。なお、国のストックマネジメント支援制
度を活用し、設備機器の修繕費用の削減を図っています。
　省エネルギーの取組としては、本市の節電対策にあわ
せた、空調・照明の適正管理・機器の効率的な運転を徹
底するとともに、電力需要の高い時間帯の電力抑制を実
施しました。

■下水道・河川広報事業
　（マネジメント推進課、河川流域調整課）

　下水道・河川事業の役割や重要性、魅力を発信し、事
業の持続可能性の確保につなげるため、様々な主体と連
携し、積極的な情報発信や環境教育を推進しています。
　令和 6 年度は「東京湾大感謝祭」への参加や 8 月 1 日
の「水の日」に合わせて水循環に関する普及啓発などを
行いました。また、下水汚泥の肥料利用の啓発および
GREEN × EXPO 2027 機運醸成のため、下水道展 '24
東京へブース出展しました。加えて、年齢を問わず防災・
減災の意識を高めていただくことを目的として、「防災の
日」に合わせて、トレッサ横浜において、水防災に関す
る普及啓発などを行いました。

■国際貢献事業と海外水ビジネス展開
	（マネジメント推進課）

　横浜市では、経済成長に伴う産業型の公害や、自動車
の交通公害、近隣騒音そして生活排水による河川の汚染
などの都市生活型の公害に対し対応してきた経験、これ
まで蓄積してきた下水処理・汚泥処理技術をはじめとす
る環境全般に関する技術・ノウハウ等を新興国等に対し
て提供するなど、技術協力を行っています。
　例年、JICA 等を通じた世界各国からの視察者を受け入
れており、令和 6 年度の受入人数は合計 161 名でした。
　また、横浜水ビジネス協議会との連携のもと、JICA が
実施する無償資金協力事業および技術協力プロジェクト
を活用し、地方自治体と協働した官民連携の取り組みを
推進しています。これにより、新興国等における水環境
課題の解決を図るとともに、市内企業等の海外における
水ビジネスの案件形成を支援します。

■適切な工事発注と安全な施工の推進
	（技術監理課）

　老朽化する下水道施設や河川施設が増大する中で、施
設を供用しながら施工する更新事業は複雑で高度な技術
を要します。下水道河川局で発注する下水道・河川の更
新や新規整備を円滑、効率的に推進するために技術基準
や積算基準書の作成を行っています。また、適切な発注
事務を進めるために担当職員への技術的支援も行ってい
ます。
　道路上や河川など市民の皆さんに身近な場所で行う工
事では、安全な施工が市民生活の安全にもつながります。
そこで請負業者、監督職員に向けて事故防止に係る啓発
活動を行っています。


